
請
願
審
査
の
流
れ

本
会
議
で
委
員
会
付
託

請
願
の
詳
細
審
査
を
行
う
委
員
会
を

決
定
し
ま
す
。

議
長
が
受
理

所
管
の
委
員
会
で
詳
細
審
査

委
員
会
で
の
審
査
結
果
を

委
員
長
が
本
会
議
で
報
告

請
願
を
採
択
し
た
場
合
、
所
管
す
る
市

長
部
局
や
教
育
委
員
会
等
に
請
願
を
送

付
し
ま
す
。

請
願
者
へ
結
果
の
通
知

本
会
議
で
討
論
・
採
決

請
願
の
提
出

受
付
は
９
階
市
議
会
事
務
局
で
す
。

※陳情については、所管の委員協議会で、関係部局の意見を聞き、協議します。


